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第１章 総則

（目的）

第１条 この訓令は、警察庁における行政文書の取扱いについて必要な事項を定めることに

より、事務の適正かつ能率的な遂行に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(１) 行政文書 公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）第２条第４項に規定

する行政文書をいう。

(２) 電子行政文書 電磁的記録である行政文書をいう。

(３) 秘密文書 警察庁における行政文書の管理に関する訓令（平成23年警察庁訓令第９号

）第２条第５号に規定する秘密文書をいう。

(４) 局 警察庁の内部部局（以下「内部部局」という。）の長官官房、局及び部をいう。

(５) 課 内部部局の課及びこれに準ずるものをいう。

(６) 主管課 行政文書に記録されている情報に係る事務を主管する課をいう。

(７) 文書管理システム 行政文書の取得、作成、保存、移管、廃棄等に係る業務を統一的

に処理するシステムであって、文書管理業務の業務・システム最適化計画（平成19年４

月13日付け各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）を踏まえて警察庁ＷＡＮ

システムに整備されたものをいう。

(８) 決裁 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を

行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいう。

（総括文書取扱責任者）



第３条 警察庁に、総括文書取扱責任者１人を置き、長官官房長（以下「官房長」という。

）をもって充てる。

２ 総括文書取扱責任者は、次に掲げる事務を行う。

(１) この訓令その他の行政文書の取扱いに関する規程類に関すること。

(２) 行政文書の取扱いに関する事務の指導監督及び研修等の実施に関すること。

(３) その他行政文書の取扱いに関する事務の総括に関すること。

３ 総括文書取扱責任者は、この訓令による行政文書の取扱いの状況を実地に監査し、及び

第６条の文書取扱責任者から報告を求めることができる。

（副総括文書取扱責任者）

第４条 警察庁に、副総括文書取扱責任者１人を置き、長官官房総務課長（以下「総務課長

」という。）をもって充てる。

２ 副総括文書取扱責任者は、総括文書取扱責任者を補佐する。

（主任文書取扱責任者）

第５条 各局に主任文書取扱責任者１人を置き、別表第１に掲げる課（以下「庶務担当課」

という。）の長をもって充てる。

２ 主任文書取扱責任者は、次に掲げる事務を行う。

(１) 当該局における行政文書の取扱いに関する規程類に関すること。

(２) 当該局における行政文書の取扱いに関する事務の指導監督及び研修等の実施に関する

こと。

(３) その他当該局における行政文書の取扱いに関する事務の総括に関すること。

３ 主任文書取扱責任者は、総括文書取扱責任者の命を受け、当該局における行政文書の取

扱いの状況を実地に監査し、及び第６条の文書取扱責任者から報告を求めることができる。

（文書取扱責任者）

第６条 各課に、文書取扱責任者を置き、当該課長（課長に準ずる職を含む。以下同じ。）

をもって充てる。

２ 文書取扱責任者は、課における行政文書の取扱いに関する事務を総括する。

（文書取扱担当者）

第７条 各課に、文書取扱担当者を置き、文書取扱責任者が指名する者をもって充てる。

２ 文書取扱担当者は、当該課における行政文書（秘密文書を除く。）の受付及び発送に関

する事務に従事する。

３ 文書取扱責任者は、文書取扱担当者を指名したときは、その官職及び氏名を主任文書取

扱責任者を経由して総括文書取扱責任者に報告しなければならない。

（備付帳簿）

第８条 各課には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。



(１) 収受件名簿

(２) 発議簿

(３) 発送簿（別記様式第１号）

２ 長官官房国家公安委員会会務官（以下「会務官」という。）は、前項に掲げるもののほ

か、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(１) 国家公安委員会規則原簿（別記様式第２号）

(２) 国家公安委員会告示原簿（別記様式第３号）

３ 長官官房総務課（以下「総務課」という。）には、第１項に掲げるもののほか、次に掲

げる帳簿を備えるものとする。

(１) 警察庁訓令原簿（別記様式第４号）

(２) 警察庁告示原簿（別記様式第５号）

(３) 警察庁指令原簿

(４) 官報登載原簿（別記様式第６号）

(５) 特殊文書受付簿（別記様式第７号）

４ 収受件名簿及び発議簿は、次条第２項に規定する文書記号ごとに備えるものとする。

５ 収受件名簿、発議簿及び警察庁指令原簿は文書管理システムをもって調製するものとす

る。ただし、秘密文書に係るものについてはこの限りでない。

６ 前項の場合において、総括文書取扱責任者は、行政文書の収受及び施行に関し、別段の

定めをすることができる。

（文書記号等）

第９条 収受文書及び施行文書には、次項に規定する文書記号を付するものとする。

２ 文書記号は、委員会号、庁号、局号及び課号の４種とする。

３ 委員会号は、国家公安委員会（以下「公安委員会」という。）又は公安委員会の委員長

若しくは委員（専門の事項を調査審議させ、又は意見を提出させるため公安委員会に置か

れる職員を含む。）（以下「公安委員会等」という。）宛ての収受文書及び公安委員会等

の名義による施行文書に付するものとする。

４ 庁号は、警察庁又は警察庁長官（以下「長官」という。）若しくは警察庁次長（以下「

次長」という。）宛ての収受文書及び警察庁又は長官若しくは次長（以下「警察庁等」と

いう。）の名義による施行文書に付するものとする。

５ 局号は、局又は局の長若しくは総括審議官、政策立案総括審議官、サイバーセキュリテ

ィ・情報化審議官、審議官、技術審議官若しくは首席監察官（以下「局等」という。）宛

ての収受文書及び局等の名義による施行文書に付するものとする。

６ 課号は、課又は課の長若しくは参事官（以下「課等」という。）宛ての収受文書及び課

等の名義による施行文書に付するものとする。



７ 文書記号には、暦年をもって更新する一連番号（以下「文書番号」という。）を付する

ものとする。

８ 文書記号の形式は、別表第２のとおりとし、文書記号の印の様式は、別記様式第８号の

とおりとする。

（文書取扱いの特例）

第10条 総括文書取扱責任者は、内部部局において取り扱う収受文書及び施行文書のうち、

行政不服審査法（平成26年法律第68号）等の法令に基づく一連の手続に係るものその他特

別の類型に属するものの収受及び施行に関し、必要があると認めるときは、別段の定めを

することができる。

２ 局の長は、必要があると認めるときは、総括文書取扱責任者の承認を得て、当該局にお

いて取り扱う収受文書及び施行文書のうち、特定の類型に属するものに付すべき文書記号

の形式及び文書記号の印の様式について、別段の定めをすることができる。

３ 前項に定めるもののほか、局の長は、当該局において取り扱う行政文書のうち、人事又

は情報に関するものその他その性質上この訓令の規定によることが適当でないものの取扱

いについて、別段の定めをすることができる。この場合において、局の長は、総括文書取

扱責任者に協議した上、長官の承認を得なければならない。

（電子行政文書の取扱い）

第11条 電子行政文書の取扱いに関し、この訓令に規定する事項について、他の法令又は訓

令に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

第２章 収受

（総務課の文書取扱担当者の職務）

第12条 公安委員会等又は警察庁等、局等若しくは課等宛てに送達された行政文書は、総務

課の文書取扱担当者が受領し、次項から第７項までに定めるところにより処理するものと

する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(１) 使送により、又は会議等において受領するとき。

(２) 請願、建議、陳情又は申請により受領するとき。

(３) 特定の類型の行政文書の受領に係る業務を処理するシステムにより受領するとき。

(４) ファクシミリにより受領するとき。

(５) 電子メールにより受領するとき。

２ 公安委員会等宛ての行政文書は、会務官の文書取扱担当者（以下「公安委員会文書取扱

担当者」という。）に回付するものとする。

３ 警察庁等宛ての行政文書は、封書により送達されたものについては親展文書（封筒に親

展の表示がある行政文書その他これに類する行政文書をいう。以下同じ。）を除き直ちに

開封し、当該行政文書の上欄余白に庁号の印を押して収受年月日及び文書番号を記入し、



収受件名簿に収受年月日、差出名、件名等所要事項を登載した上、主管課の文書取扱担当

者に配付するものとする。

４ 局等宛ての行政文書は、当該局の庶務担当課の文書取扱担当者に配付するものとする。

５ 課等宛ての行政文書は、当該課の文書取扱担当者に配付するものとする。

６ 書留郵便により送達された行政文書その他の特殊文書については、受付後直ちに特殊文

書受付簿に送達の方法、受付日時、差出人、宛名人等所要事項を登載した上、前４項に定

めるところにより回付し、又は配付するものとする。

７ 誤配された行政文書その他収受することが適当でないと認められる行政文書は、直ちに

当該文書の差出人に返送し、又は正規の宛名人に転送する等適切な処置を講じなければな

らない。

（公安委員会文書取扱担当者の職務）

第13条 前条第２項の規定により行政文書の回付を受けた公安委員会文書取扱担当者は、封

書により送達されたものについては親展文書を除き直ちに開封し、当該行政文書の上欄余

白に委員会号の印を押して収受年月日及び文書番号を記入し、収受件名簿に収受年月日、

差出名、件名等所要事項を登載した上、これを、会務官が主管課である場合には主務者に

交付し、会務官以外の課が主管課である場合には当該課の文書取扱担当者に配付するもの

とする。

（庶務担当課の文書取扱担当者の職務）

第14条 第12条第４項の規定により行政文書の配付を受けた庶務担当課の文書取扱担当者は

、封書により送達されたものについては親展文書を除き直ちに開封し、当該行政文書の上

欄余白に局号の印を押して収受年月日及び文書番号を記入し、収受件名簿に収受年月日、

差出名、件名等所要事項を登載した上、主管課の文書取扱担当者に配付するものとする。

（各課の文書取扱担当者の職務）

第15条 第12条第５項の規定により行政文書の配付を受けた課の文書取扱担当者は、封書に

より送達されたものについては親展文書を除き直ちに開封し、当該行政文書の上欄余白に

課号の印を押して収受年月日及び文書番号を記入し、収受件名簿に収受年月日、差出名、

件名等所要事項を登載した上、主務者に交付するものとする。

２ 第12条第３項、第13条又は前条の規定により行政文書の配付を受けた課の文書取扱担当

者は、これを、主務者に交付するものとする。

３ 第12条第１項各号（第３号を除く。）に掲げる場合において、行政文書を受領した者は

、当該行政文書が重要なものであると認められる場合には、当該行政文書（同項第５号に

掲げる場合にあっては、当該行政文書を印字したもの）を、その宛先に応じ、総務課、会

務官、庶務担当課又は各課の文書取扱担当者に回付するものとし、その他の場合には、こ

れを主務者に交付するものとする。



４ 文書取扱担当者は、前項の規定により行政文書の回付を受けたときは、第12条第３項、

第13条、前条又は第１項に定める措置を執った後、当該行政文書を主務者に交付するもの

とする。

５ 第12条第１項第３号に掲げる場合にあっては、別に定めるところにより、当該行政文書

の件名、受信日付等所要事項を当該行政文書を受領したシステムにより登録するものとす

る。

（収受件名簿への登載の例外）

第16条 日常的に取得される行政文書であって、その内容が軽易又は定型的であるものにつ

いては、前４条の規定にかかわらず、収受件名簿への登載を省略することができる。

（主管の判定）

第17条 ２以上の局又は課に関係のある行政文書については、総務課長がその主管を判定す

るものとする。

（親展文書の処理）

第18条 親展文書については、そのまま宛名人に交付するものとする。

２ 親展文書の交付を受けた者は、これを一般の行政文書として取り扱うことが適当である

と認めるときは、文書取扱担当者に回付するものとし、当該行政文書は、新たに回付され

、又は配付を受けた一般の行政文書として処理するものとする。

（主管外文書の処理）

第19条 各課の文書取扱担当者は、回付され、又は配付を受けた行政文書がその課の主管に

属しないと認めるときは、直ちに、これを回付し、又は配付した課の文書取扱担当者に回

付するものとする。

第３章 起案及び決裁等

（起案文書作成の要領）

第20条 起案文書の作成は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、緊急を要す

る場合又は文書管理システムを使用することができない場合は、この限りでない。

２ 起案文書は、次に定める要領により作成するものとする。

(１) 起案文書は、原則として事案ごとに作成すること。

(２) 件名は、起案文書の内容を簡潔に表現するものとし、通達、通知、依頼、照会、回答

その他当該起案文書の性質を表す名称を件名の後に括弧書すること。

(３) 起案文書に紙媒体その他文書管理システムに登録することが不適当な文書が含まれる

場合は、その文書名のみを起案文書に記載すること。

(４) 参照を必要とする資料があるときは、当該資料又は当該資料の概要を摘記した文書を

起案文書に添付すること。

(５) 起案文書で他の局等又は課等に合議を要するものは、文書管理システムに合議先の局



等又は課等の名称を記載すること。他の局等又は課等に供覧すべき起案文書についても

同様とする。

（決裁）

第21条 文書管理システムにより作成した起案文書の決裁は、原則として文書管理システム

により行うものとする。

２ 公安委員会及び公安委員会の委員長の決裁は長官を経て、長官の決裁は主管の局の長、

官房長及び次長を経て受けるものとする。

３ 前２項に規定するもののほか、決裁に関しては、別に定めるところによる。

（合議）

第22条 起案文書の内容が他の局等又は課等に関係するときは、当該他の局等又は課等に合

議しなければならない。

（進達文書の審査）

第23条 起案文書のうち、公安委員会若しくは公安委員会の委員長又は長官若しくは次長へ

の進達を要するもの（他官庁に協議を要する行政文書に係るものを含むものとし、以下「

進達文書」と総称する。）は、主管の局の長の決裁（前条の規定による合議を要するもの

にあっては、当該合議及び主管の局の長の決裁）を経た後、総務課長の審査を受けなけれ

ばならない。

２ 総務課長は、前項の規定による進達文書の審査を終了したときは、当該進達文書の起案

文書に、「総務課長審査済」と記載するものとする。

（審議室の審議）

第24条 進達文書のうち、警察庁審議室の設置に関する訓令（昭和33年警察庁訓令第10号）

第２条各号に掲げる事項に係るものは、審議室の審議を受けるものとする。

（庁議への付議）

第25条 総務課長は、前条の規定による審議室の審議を経た進達文書のうち庁議に関する訓

令（平成14年警察庁訓令第２号）第３条に規定する事項に該当するものについては、庁議

に付議する手続を執るものとする。

（審議室又は庁議終了後の記載）

第26条 総務課長は、進達文書のうち、前２条の手続を経たものについては、その起案文書

にそれぞれ「審議室審議済」又は「庁議決定」と記載するものとする。

（起案文書の訂正）

第27条 起案文書を訂正した者は、必要があると認めるときは、当該起案文書に訂正の理由

を記載するなどするものとする。

２ 起案文書に重要な訂正が行われたときは、起案者は、訂正が行われるまでの決裁者に対

し、その旨を報告し、又は通知しなければならない。



（廃案になった場合の処理）

第28条 起案文書が廃案となったときは、起案者は、文書管理システムにその旨を登録する

とともに、廃案となるまでの決裁者に対し、その旨を報告し、又は通知しなければならな

い。

第４章 施行

（行政文書の施行）

第29条 警察庁において取り扱う行政文書の施行（起案文書の内容について公示を要するも

のにあっては、これを所要の手続を経て官報等に公示することをいい、起案文書の内容に

ついて相手方に伝達することを要するものにあっては、これについて所要の形式の行政文

書を作成して相手方に発送（交付を含む。以下同じ。）することをいう。）については、

この章の定めるところによる。

第30条 公安委員会等の名義による行政文書の施行は、次に定めるところにより行うものと

する。

(１) その内容について施行を要する起案文書の作成者は、所要の決裁（他官庁に協議を要

するものについては、その協議を含む。）を済ませた起案文書（以下「原議」という。

）につき、発議簿に施行年月日、宛先、件名等所要事項を登載すること。

(２) 公安委員会文書取扱担当者は、前号の原議の内容について国家公安委員会規則又は国

家公安委員会告示として施行することを要するものであるときは、国家公安委員会規則

原簿又は国家公安委員会告示原簿に所要事項を登載すること。

(３) 前２号に規定する手続を経た主管課は、直ちに当該原議の内容について行政文書を作

成し、誤りがないかどうか照合した後、公安委員会文書取扱担当者に提出し、別に定め

るところにより公印及び契印を受けること。ただし、押印を省略する場合はこの限りで

ない。

２ 警察庁等の名義による行政文書の施行は、次に定めるところにより行うものとする。

(１) その内容について施行を要する起案文書の作成者は、原議につき、発議簿に施行年月

日、宛先、件名等所要事項を登載すること。

(２) 総務課の文書取扱担当者は、前号の原議の内容について警察庁訓令又は警察庁告示と

して施行することを要するものであるときは、警察庁訓令原簿又は警察庁告示原簿に所

要事項を登載すること。

(３) 前２号に規定する手続を経た主管課は、直ちに当該原議の内容について行政文書を作

成し、誤りがないかどうか照合した後、総務課の文書取扱担当者に提出し、別に定める

ところにより公印及び契印を受けること。ただし、押印を省略する場合はこの限りでな

い。

３ 局等又は課等の名義による行政文書の施行は、次に定めるところにより行う



ものとする。

(１) その内容について施行を要する起案文書の作成者は、原議につき、発議簿に施行年月

日、宛先、件名等所要事項を登載すること。

(２) 前号に規定する手続を経た起案者は、直ちに当該原議の内容について行政文書を作成

し、誤りがないかどうか照合した後、別に定めるところにより公印及び契印を受けるこ

と。ただし、押印を省略する場合はこの限りでない。

（発議簿への登載の例外）

第31条 日常的に作成される行政文書であって、その内容が軽易又は定型的であるものにつ

いては、その内容について施行を要するものであっても、前条の規定にかかわらず、発議

簿への登載を省略することができる。

（行政文書の発送）

第32条 その内容について相手方に伝達することを要する行政文書については、その内容を

記載した行政文書を、これを直接宛名人に交付する場合を除き、次の各号に掲げる方法ご

とにそれぞれ当該各号に定める課において直ちに発送しなければならない。

(１) 郵便 総務課

(２) 公文書交換センターにおける交換 総務課

(３) 総務課長が別に定める機関への使送 総務課

(４) 省庁間電子文書交換システム、警察文書伝送システム又は警察庁電子申請・届出シス

テムによる送信 主管課

(５) ファクシミリによる送信 主管課

(６) 電子メールの送信 主管課

(７) その他の方法 主管課

２ 前項第５号及び第６号に掲げる方法による発送は、緊急に処理することを要し、又はそ

の内容が軽易である行政文書を発送する場合に限り、これを行うものとする。

３ 第１項第１号から第３号までに掲げる方法により行政文書を発送しようとするときは、

発送簿に発送年月日、発送の種別、宛先等所要事項を登載した上、総務課の文書取扱担当

者の受領印を徴するものとする。

（官報登載）

第33条 官報に登載することを要する行政文書については、主管課において原稿３部を作成

し、原議の写しとともに総務課に送付するものとする。

２ 総務課において前項の行政文書の送付を受けたときは、直ちに官報登載原簿に件名、文

書番号等所要事項を登載した上、原稿２部を独立行政法人国立印刷局に送付するものとす

る。

３ 官報に登載されたときは、総務課において官報登載原簿に登載年月日等所要事項を記入



するものとする。

第５章 秘密文書等の特例

（秘密文書等の取扱い）

第34条 秘密文書及び取扱注意文書（秘密文書には該当しないが、その取扱いに慎重を期す

る必要がある行政文書をいう。以下同じ。）の取扱いについては、前４章に定めるものの

ほか、この章の定めるところによる。

（秘密文書取扱担当者）

第35条 各課に、秘密文書取扱担当者を置き、当該課の長が指名する者をもって充てる。

２ 秘密文書取扱担当者は、当該課における秘密文書の受付その他の秘密文書の取扱いに関

する事務に従事する。

３ 課の長は、秘密文書取扱担当者を指名したときは、その官職及び氏名を総括文書取扱責

任者に報告しなければならない。

（秘密文書の受付）

第36条 秘密文書の受付は、秘密文書取扱担当者が行う。

２ 秘密文書取扱担当者は、秘密文書を受け付けたときは、宛名人又は宛名人が指名した者

に交付するものとする。

３ 秘密文書は、宛名人又は宛名人が指名した者でなければ開封してはならない。

４ 秘密文書の交付を受けた者は、次に定めるところにより収受件名簿への登載等を行うも

のとする。

(１) 警察庁等宛ての秘密文書は、総務課の秘密文書取扱担当者に当該秘密文書の上欄余白

に庁号の印を押させ、収受年月日及び文書番号を記入させ、収受件名簿に収受年月日、

差出名、件名等所要事項を登載させるものとする。

(２) 局等宛ての秘密文書は、当該局の庶務担当課の秘密文書取扱担当者に当該秘密文書の

上欄余白に局号の印を押させ、収受年月日及び文書番号を記入させ、収受件名簿に収受

年月日、差出名、件名等所要事項を登載させるものとする。ただし、主管課が明らかで

ある局等宛ての秘密文書のうち主管課が当該庶務担当課でないものについては、当該主

管課において、収受件名簿への登載等を行うものとする。

(３) 課等宛ての秘密文書は、当該課の秘密文書取扱担当者に当該秘密文書の上欄余白に課

号の印を押させ、収受年月日及び文書番号を記入させ、収受件名簿に収受年月日、差出

名、件名等所要事項を登載させるものとする。

５ 極秘文書の交付を受けた者は、直ちに受領証に記名押印して発送者に返送しなければな

らない。この場合において、受領証に用いる字句は、当該極秘文書の内容を示すことのな

いように注意し、その返送は、秘密文書以外の行政文書の発送と同様の方法によるものと

する。



６ 日常的に取得される秘密文書であって、その内容が定型的であるものについては、第４

項の規定にかかわらず、収受件名簿への登載を省略することができる。

（秘密文書の起案）

第37条 秘密文書に係る起案文書の作成には、起案用紙（別記様式第９号）を用いるものと

する。

（秘密文書の施行）

第38条 警察庁等の名義による秘密文書の施行は、次に定めるところにより行うものとする。

(１) 総務課の秘密文書取扱担当者は、その内容について施行を要する原議の起案用紙に庁

号の印を押して施行年月日及び文書番号を記入し、発議簿に施行年月日、宛先、件名等

所要事項を登載して主管課に返付すること。

(２) 前号の規定により原議の返付を受けた主管課は、直ちに当該原議の内容について秘密

文書を作成し、誤りがないかどうか照合した後、総務課の秘密文書取扱担当者に提出し

、別に定めるところにより公印及び契印を受けること。ただし、押印を省略する場合は

この限りでない。

２ 局等又は課等の名義による秘密文書の施行は、次に定めるところにより行うものとする。

(１) 主管課の秘密文書取扱担当者は、その内容について施行を要する原議の起案用紙に局

号又は課号の印を押して施行年月日及び文書番号を記入し、発議簿に施行年月日、宛先

、件名等所要事項を登載して起案者に返付すること。

(２) 前号の規定により原議の返付を受けた起案者は、直ちに当該原議の内容について秘密

文書を作成し、誤りがないかどうか照合した後、別に定めるところにより公印及び契印

を受けること。ただし、押印を省略する場合はこの限りではない。

（秘密文書の決裁及び発送等の方法）

第39条 秘密文書の決裁及び発送等の方法については、総括文書取扱責任者が別に定めると

ころにより行うこととする。

（他の行政機関から収受した秘密文書等の取扱い）

第40条 他の行政機関から収受した行政文書であって、その取扱いに慎重を期する必要があ

る行政文書であると思料される表示があるものについては、当該行政機関における秘密保

全のための取扱いを尊重し、この訓令に定める取扱いに準じて取り扱わなければならない。

（取扱注意文書）

第41条 取扱注意文書については、その内容を関係者以外の者に知らせないよう適切な措置

を講ずるものとする。

２ 課の長は、取扱注意文書には、「取扱注意」の表示（別記様式第10号）をするものとす

る。

第６章 補則



（適用除外）

第42条 法律若しくはこれに基づく命令又は他の訓令の規定により、行政文書の取扱いに関

する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当

該法律若しくはこれに基づく命令又は他の訓令の定めるところによる。

（補則）

第43条 この訓令に定めるもののほか、内部部局における行政文書の取扱いに関し必要な事

項は、総括文書取扱責任者が定める。

２ 副総括文書取扱責任者は、この訓令の運用に関し疑義があるときはこれを裁定するほか

、この訓令の運用に関し必要な細目を定めることができる。

３ 附属機関及び地方機関の長は、この訓令及び第１項の規定に基づく定めに準じて、当該

機関における行政文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

４ 附属機関及び地方機関の長は、前項の規定により同項に規定する事項を定めたときは、

その内容について総括文書取扱責任者に報告しなければならない。これを変更したときも

同様とする。

附 則

１ この訓令は平成23年４月１日から施行する。

２ この訓令による改正前の警察庁の文書の管理に関する訓令別記様式第12号による起案用

紙は、第20条第１号の規定にかかわらず、当分の間、この訓令による改正後の別記様式第

12号による起案用紙の記載事項に相当する事項を記載する方法により、使用することがで

きるものとする。



別表第１（第５条関係）

局 の 名 称 庶 務 担 当 課

長官官房 総務課

生活安全局 生活安全企画課

刑事局 刑事企画課

刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課

交通局 交通企画課

警備局 警備企画課

警備局外事情報部 外事課

情報通信局 情報通信企画課

別表第２（第９条関係）

１ 収受文書

文書記号の種類 文 書 の 種 類 文書記号の形式

委 員 会 号
公安委員会等宛ての収受文 国公委 ×▽収第 号

書

警察庁宛ての収受文書 警察庁 ×▽収第 号

庁 号 長官宛ての収受文書 警察庁甲 ×▽収第 号

次長宛ての収受文書 警察庁乙 ×▽収第 号

局等（部又は部長若しくは 警察庁丙 ○▽収第 号

総括審議官、政策立案総括

審議官、サイバーセキュリ

局 号 ティ・情報化審議官、審議

官、技術審議官若しくは首

席監察官（以下「部等」と

いう。）を除く。）宛ての

収受文書

部等宛ての収受文書 警察庁丙☆○▽収第 号

課 号 課等宛ての収受文書 警察庁丁 ○▽収第 号

２ 施行文書

文書記号の種類 文 書 の 種 類 文書記号の形式

委 員 会 号
公安委員会等の名義による 国公委 ×▽発第 号

施行文書



警察庁の名義による施行文 警察庁 ×▽発第 号

庁 号
書

長官の名義による施行文書 警察庁甲 ×▽発第 号

次長の名義による施行文書 警察庁乙 ×▽発第 号

局等（部等を除く。）の名 警察庁丙 ○▽発第 号

局 号 義による施行文書

部等の名義による施行文書 警察庁丙☆○▽発第 号

課 号 課等の名義による施行文書 警察庁丁 ○▽発第 号

備 考

１ 「×」の部分には、次に掲げるところにより局（部を除く。）の名称の略字を記入

する。ただし、委員会号を付する収受文書又は施行文書であって、会務官が主管課で

あるものについては、略字を記入しないものとする。

局 の 名 称 略字 局 の 名 称 略字

長 官 官 房 官 交 通 局 交

生 活 安 全 局 生 警 備 局 備

刑 事 局 刑 情 報 通 信 局 情

２ 「☆」の部分には、次に掲げるところにより部等の名称の略字を記入する。

部 等 の 名 称 略字 部 等 の 名 称 略字

刑事局組織犯罪対策部 組 サイバーセキュリティ・情報化審議官 情

警 備 局 外 事 情 報 部 外 審 議 官 審

総 括 審 議 官 括 技 術 審 議 官 技

政策立案総括審議官 政 首 席 監 察 官 首

３ 「○」の部分には、次に掲げるところにより課の名称の略字を記入する。

課 の 名 称 略字 課 の 名 称 略字

長官官房総務課 総 刑事局組織犯罪対策部暴力団対 暴

長官官房人事課 人 策課

長官官房会計課 会 刑事局組織犯罪対策部薬物銃器 薬銃

長官官房給与厚生課 給厚 対策課

長官官房国際課 国 刑事局組織犯罪対策部国際捜査 国捜

長官官房国家公安委員会会務 会務 管理官

官 交通局交通企画課 交企

生活安全局生活安全企画課 生企 交通局交通指導課 交指

生活安全局地域課 地 交通局交通規制課 規

生活安全局少年課 少 交通局運転免許課 運



生活安全局保安課 保 警備局警備企画課 備企

生活安全局情報技術犯罪対策 情対 警備局公安課 公

課 警備局警備課 備

生活安全局生活経済対策管理 生経 警備局外事情報部外事課 外事

官 警備局外事情報部国際テロリズ 国テ

刑事局刑事企画課 刑企 ム対策課

刑事局捜査第一課 捜一 情報通信局情報通信企画課 情企

刑事局捜査第二課 捜二 情報通信局情報管理課 情管

刑事局捜査支援分析管理官 支 情報通信局通信施設課 通施

刑事局犯罪鑑識官 鑑 情報通信局情報技術解析課 情解

刑事局組織犯罪対策部組織犯 組企

罪対策企画課

４ 「▽」の部分には、次に掲げるところにより、警察庁における行政文書の管理に関

する訓令第27条に規定する秘密文書の区分の略字を記入する。ただし、秘密文書でな

い行政文書については、略字を記入しないものとする。

秘密文書の区分 略字

極秘文書 極秘

秘文書 秘



（官報搭載原簿）

番 号 件 名 公布年月日 登載官報号ページ 主管課 摘 要

別記様式第10号（第８条関係）

（特殊文書受付簿）

書留番号
月 日 差 出 名 宛 先 受付時間 交付時間 課 別 受領者印

種 別

別記様式第11号（第９条関係）

委員会号の印 庁号の印

平成 年 月 日 平成 年 月 日

国公委× □第 号 警察庁△× □第 号▽ ▽

局号の印 課号の印

平成 年 月 日 平成 年 月 日

警察庁丙○ □第 号 警察庁丁○ □第 号▽ ▽

平成 年 月 日

警察庁丙☆○ □第 号▽

備 考

１ 「×」、「☆」及び 「○」 の部分に記入すべき略字は、別表第２の備、 及び「▽」

考の定めるところによる。

２ 「□」の部分には、収受文書又は施行文書の区分によりそれぞれ「収」又は「発」



別記様式第１号（第８条関係）

（発送簿）

月 日 文書番号 件 名 宛 先 差出名 通 数 発送種別 取扱者印 受領者印

別記様式第２号（第８条関係）

（国家公安委員会規則原簿）

規則番号 原案符号 月 日 題 名 登載官報号ページ 主管課

別記様式第３号（第８条関係）

（国家公安委員会告示原簿）

告示番号 原案符号 月 日 件 名 登載官報号ページ 主管課

別記様式第４号（第８条関係）

（警察庁訓令原簿）

訓令番号 原案符号 月 日 題 名 登載庁内報号ページ 主管課



別記様式第５号（第８条関係）

（警察庁告示原簿）

告示番号 原案符号 月 日 件 名 登載官報号ページ 主管課

別記様式第６号（第８条関係）

（官報登載原簿）

番 号 件 名 公布年月日 登載官報号ページ 主管課 摘 要

別記様式第７号（第８条関係）

（特殊文書受付簿）

書留番号
月 日 差 出 名 宛 先 受付時間 交付時間 課 別 受領者印

種 別



別記様式第８号（第９条関係）

委員会号の印 庁号の印

平成 年 月 日 平成 年 月 日

国公委×▽□第 号 警察庁△×▽□第 号

局号の印 課号の印

平成 年 月 日 平成 年 月 日

警察庁丙○▽□第 号 警察庁丁○▽□第 号

平成 年 月 日

警察庁丙☆○▽□第 号

備 考

１ 「×」、「☆」、「○」及び「▽」の部分に記入すべき略字は、別表第２の備考の定めるところ

による。

２ 「□」の部分には、収受文書又は施行文書の区分によりそれぞれ「収」又は「発」を記入する。

３ 「△」の部分には、長官宛ての収受文書及び長官の名義による施行文書にあっては「甲」、次長

宛ての収受文書及び次長の名義による施行文書にあっては「乙」を記入する。



別記様式第９号（第37条関係）（Ａ）

起 案 月 日 平成 年 月 日 文 書 番 号

決裁終了月日 平成 年 月 日

施 行 月 日 平成 年 月 日

件 名

してよろしいか伺います。
上記のことについて別紙のとおり

します。

国家公安委員会 委員 委員 委員 委員 委員

委 員 長

長 官

次 長

官 房 長

総括審議官 総務課長 理事官 課長補佐

参 事 官

局長 課長 理事官 課長補佐

ファイル名

公開処理 公表・開示･部分開示・不開示 不開示理由 １・２・３・４・５・６号

備考欄 起案者 課・官 係





別記様式第９号（第37条関係）（Ｂ）

起 案 月 日 平成 年 月 日 文 書 番 号

決裁終了月日 平成 年 月 日

施 行 月 日 平成 年 月 日

件 名

してよろしいか伺います。
上記のことについて別紙のとおり

します。

長 官

次 長

官 房 長

総括審議官 総務課長 理事官 課長補佐

参 事 官

局長 課長 理事官 課長補佐

ファイル名

公開処理 公表・開示･部分開示・不開示 不開示理由 １・２・３・４・５・６号

備考欄 起案者 課・官 係





別記様式第９号（第37条関係）（Ｃ）

起 案 月 日 平成 年 月 日 文 書 番 号

決裁終了月日 平成 年 月 日

施 行 月 日 平成 年 月 日

件 名

してよろしいか伺います。
上記のことについて別紙のとおり

します。

官 房 長

総括審議官

課長 理事官 課長補佐 係 長

参事官

ファイル名

公開処理 公表・開示･部分開示・不開示 不開示理由 １・２・３・４・５・６号

備考欄 起案者 課・官 係





別記様式第９号（第37条関係）（Ｄ）

起 案 月 日 平成 年 月 日 文 書 番 号

決裁終了月日 平成 年 月 日

施 行 月 日 平成 年 月 日

件 名

してよろしいか伺います。
上記のことについて別紙のとおり

します。

局 長

課 長 理事官 課長補佐 係 長

ファイル名

公開処理 公表・開示･部分開示・不開示 不開示理由 １・２・３・４・５・６号

備考欄 起案者 課・官 係





備 考

１ 「ファイル名」欄には、当該行政文書の属する行政文書ファイル（公文書等の管理

に関する法律第５条第２項に規定する行政文書ファイルをいう。）の名称を記載する

。起案時において行政文書ファイルの名称が不明である場合は、行政文書ファイルを

取りまとめた時点で記載する。

２ 「公開処理」欄には、当該行政文書の公表の有無及び当該文書について仮に行政機

関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の規定に基づく開示請

求がなされた場合の起案の時点における処分案について、該当項目に○印を付ける。

部分開示又は全部不開示とする場合は、｢不開示理由｣欄の、該当する不開示情報に○

印を付ける。



別記様式第10号（第41条関係）

取扱注意


